
「バレンタインジャンボ宝くじ」などの発売

▲

発売期間 1月30日（水）～2月22日（金）

▲

抽せん日 3月5日（火）

▲

発売場所 全国の宝くじ売り場

▲

発売金額 1枚　300円

▲

当せん金 1等：2億円、1等の前後賞：各5千

万円、2等：500万円など

▲

支払期間 3月11日～翌年3月10日

※バレンタインジャンボミニが同時発売。また、

スクラッチや、ナンバーズ3・4、ミニロト、ロ

ト6・7やビンゴ5も発売中。

※インターネットでも購入できるようになりま

した。

詳しくは宝くじ売場または宝くじ公式サイト

へ。ぜひ、県内の宝くじ売場でお買い求めくださ

い。

 （財政課　☎328-2085）

 

「みんなの熊本城」意見交換会 無料

熊本城千葉城地区（JT跡地・NHK跡地）の保存

活用基本構想や、今年秋からの熊本城特別公開

について説明・意見交換会を開催します。皆さん

の意見をお聞かせください。

▲

日時 2月24日（日）　午前10時～11時半

▲

場所 桜の馬場城彩苑2階多目的交流室

▲

定員 60人（先着順）

▲

申込 当日直接会場へ

 （熊本城調査研究センター　☎355-2327）

三山荘・東部交流センターが休館します

東部環境工場の定期点検に伴い、以下の期間

は休館します。

■三山荘（☎380-7120）

▲

期間 2月4日（月）～25日（月）

■東部交流センター（☎349-0888）

▲

期日 2月10日（日）

※2月9日（土）は午後5時に閉館します。

※足湯、シャワーは2月4日（月）～19日（火）

まで利用できません。

詳しくは、各施設または東部環境工場（☎

380-8211）へ。

 

北方四島は日本固有の領土です

毎年8月と2月は「北方領土返還運動全国強調

月間」、2月7日は「北方領土の日」です。北方領土

問題の解決のためには、ロシアとの外交交渉を

粘り強く継続していく必要があります。

この交渉を後押しする最大の力は、北方領土

の返還を求める一致した国民世論です。

北方四島（択
え と ろ ふ

捉島、国
くな

後
しり

島、色
しこ

丹
たん

島および歯
はぼ

舞
まい

群島）は日本固有の領土です。北方領土問題の早

期解決に向け関心を持ち、更に理解を深めま

しょう。

詳 し く は、内 閣 府 北 方 対 策 本 部（☎ 0 3-

5253-2111）へ。

 （広報課　☎328-2043）

 

賃貸住宅の契約＆解約トラブルにご注意を

春の引っ越しシーズンは賃貸住宅に関する相

談が多くなります。

■トラブル事例 

1.支払った敷金以上の高額な原状回復費用

を請求された。目立った汚れもなく、タバコ

も吸わない。敷金が戻ってこないことが不

満だ。

2.ネットを見て気に入った部屋があり、部屋

を確保するため、申込金を支払った。しか

し、実際に部屋に入ると、写真のイメージと

違ったため、申し込みをキャンセルしたい

と申し出たところ、申込金は返せないと言

われた。

■気を付けたいポイント 

　部屋を借りるとき（契約時）

1.実際に部屋を確認してから契約する。

2.入居の前に、室内の汚れや破損状況などにつ

いて、貸主や管理会社と立会確認するととも

に、写真などを撮り、記録に残しておく。

3.賃貸契約書は、必ず一読し、理解したうえ

で、契約する。その後、契約書は大事に保管

する。

　部屋を退去するとき（解約時）

1.退去の申出時期や退去に伴う原状回復費

用の負担について、契約書を確認する。

2.退去時の立会いはできるだけ行い、キズ・

汚れなどは、貸主と借主の双方で確認する。

借主負担の部分をその場で確認すると、ト

ラブルの未然防止になる。

不安や不審に思われる場合は、消費者セン

ターに相談ください。

詳しくは、市消費者センター（☎353-2500

平日　午前9時～午後5時）へ。

インターネット公売

■期間入札

▲

参加申込期間  　2月14日（木）～26日（火）

▲

入札期間 3月5日（火）～12日（火）

■せり売り

▲

参加申込期間 　2月14日（木）～26日（火）

▲

入札期間 3月5日（火）～7日（木）

※参加申込開始日より、出品物が表示されます。

詳しくは、Yahoo官公庁オークションサイト

を確認ください。また、市ホームページにも掲

載します。

※滞納税が完納になった場合、その対象物件の

公売は中止になります。

 （特別滞納対策室　☎328-2202）

消防団員を募集

熊本地震の際もさまざまな分野で

活動し、地域住民の方からの信頼も大

きい消防団にぜひ入団しませんか。

消防団は、郷土愛護の精神で「自分たちのまち

は自分たちで守る」を理念に、地域防災活動を

行っています。女性も消防団として地域のため

に活躍しています。

▲

対象 市内に住むか勤務する18歳以上で、健

康な方

消防団員は消防活動を行うことで各種手当の

支給や、万一、活動中にケガなどが発生した場合

の補償なども設けられている特別職の地方公務

員となります。

詳しくは、警防課（☎372-2770）へ。

マイナンバーカード用顔写真無料撮影キャンペーン実施中
マイナンバーカードの申請に必要な顔写真を無料で撮影し、その場でマイナンバーカードの

申請手続きができるキャンペーンを実施中です。ぜひこの機会に申請ください。

▲

期間 3月15日（金）まで（土・日、祝日を除く）

▲

時間 午前8時半～午後5時

▲

場所 市庁舎1階マイナンバーセンター、区役所、総合出張所、

 サービスコーナー

▲

対象 市内に住民登録がある方

▲

持参物 本人確認書類（運転免許証など）　※顔写真付きでない場合は2点。

 　お持ちの方は個人番号カード交付申請書（❶の部分）

■確定申告会場でもキャンペーンを行います

▲

期間 2月18日（月）～3月15日（金）（土・日、祝日を除く）

▲

時間 午前10時～午後4時（正午～午後1時を除く）

▲

場所 確定申告会場（西税務署、東税務署（火の国ハイツ））

▲

対象 市内に住民登録がある方

▲

持参物 　マイナンバー通知カード（❷の部分）

 （地域政策課　☎328-2067）

❷

❶

税に関する問合せ先が変

わりました

1月15日から、税の問合せ先が以下のと

おり変わりました。

※中央税務課が取り扱ってきた業務は「市民

税課」と「固定資産税課」が取り扱います。

※中央区を除く各区役所の税務課で取り

扱ってきた窓口業務は引き続き行います。

なお、市税の税額や納税に関する具体的

な相談は、担当課に案内する場合があり

ます。

主な取扱業務 問合せ先

・個人市県民税に関すること

（課税内容、申告受付など）

・軽自動車税に関すること（課税内

容、登録・廃車等の手続きなど）

・市税に係る証明書の交付

・自動車の臨時運行許可

・住宅用家屋証明書の交付

市民税課

☎328-2181

・法人市民税、事業所税、市た

ばこ税、入湯税に関すること

　（課税内容、申告受付など）

市民税課

☎328-2173

法人市民税、諸

税専用ダイヤル

・固定資産税・都市計画税に関

すること（課税内容、土地・家

屋の評価、償却資産に係る申

告書の内容など）

固定資産税課

☎328-2195

・市税の納付に関すること
納税課

☎328-2204

市ホームページおよび窓口でのチラシ

でもお知らせしています。

 （税制課　☎328-2174）
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